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お知らせ版

　筑波銀行かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎派出所は、同行の店舗ネットワーク見直しにより、3月 31日木で廃
止されます。4月 1日金以降に霞ヶ浦庁舎で税公金を納付する場合は、「税公金セルフ収納機」を利用ください。
稼働時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日㊗、12月 29日～ 1月 3日を除く）
設置場所：霞ヶ浦庁舎市民ギャラリー横
使用できる納付書：市が発行する税公金の納付書が対象です。国や都道府県が発行する納付書は使用できません。
　�・固定資産税�・市県民税（普通徴収、特別徴収）�・軽自動車税�・国民健康保険税�・後期高齢者医療保険料
　・介護保険料�・保育料�・保育所給食費�・小中学校給食費�
　・児童クラブ運営負担金�・上下水道料
　・霞ヶ浦庁舎で発行された納入通知書（黄色用紙）
▼便利な口座振替を利用ください
　利用している預貯金口座から、自動的に振替納付ができます。
納付の都度、市役所や金融機関窓口などに出向く手間がかからず、
納付書が不要になるため環境にもやさしい納付方法です。
※詳細は、ホームページをご覧ください。

霞ヶ浦庁舎での税公金の納付方法が変わります 問�納税課、会計課（千代田庁舎）
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▼霞ヶ浦庁舎（税公金セルフ収納機配置図）

【現行ルートと廃止停留所】

千代田神立ラインは、令和元年 10月から、JR 神立駅を起点に中心市街地を循環し、土浦協同病院へ移動が
できるバス路線として運行し、2年半が経過します。運行開始以来の利用状況を勘案した結果、買い物需要に
重点を置き、中心市街地の循環部分を見直し、商業施設が並ぶ県道戸崎上稲吉線および神立駅から千代田ショッ
ピングモールへつながる神立停車場線を通るよう、運行ルート・ダイヤおよび運賃を変更します。

※運行ダイヤや運賃などの詳細は、ホームページをご覧ください。

4 月 1日から千代田神立ラインの運行ルートが変わります 問�政策経営課（千代田庁舎）

【変更ルートと新たな停留所】（運行許認可申請中）
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保険証を使えるのは退職日まで

協会けんぽ加入者が、保険証を使用できるのは退
職日までです。家族（被扶養者）の保険証も同様に
本人（被保険者）が退職した翌日から使用できませ
ん。保険証は、必ず会社へ返却してください。
※�パートの方などで、勤務時間や日数が減少し被保険
者資格を喪失する場合、「資格喪失日」以降は保険証
を使用できません。
※�家族（被扶養者）が、就職などで扶養から外れる場合、
扶養を外れた日以降は保険証を使用できません。
問�協会けんぽ茨城支部�☎ 029-303-1582

自衛官などの募集

採用種目 受付締切【必着】
予備自衛官補（一般・技能）4月 8日金
幹部候補生 4月 14日木
一般曹候補生 5月 10日火
医科・歯科幹部 6月 10日金
自衛官候補生 年間を通じて募集
※応募資格などの詳細は、お問い合わせください。
問�自衛隊茨城地方協力本部土浦地域事務所�
☎ 029-821-6986

海上保安庁職員の募集

海上保安官 海上保安学校学生

受付期間 3月 18日金
～ 4月 4日月

3月 18日金
～ 3月 25日金

第 1次試験日 6月 5日日 5月 15日日
採用時期 令和 5年 4月 令和 4年 10月
※インターネットによる申込
※�受験資格などの詳細は、海上保安庁または人事院ホー
ムページなどをご覧ください。
問�茨城海上保安部管理課�☎ 029-263-4118

税務署職員の募集

　関東信越国税局では、国税局や税務署において、
税のスペシャリストとして働く国税専門官（国家公
務員）を募集します。

※�受験資格などの詳細は、国税庁ホームページをご覧
ください。
問�土浦税務署�☎ 029-822-1100

遺言と相続に関する無料相談会（要予約）

　遺言や相続の手続きについて知りたい事や心配事
などの相談をお受けします。
日時：4 月 15日金／午後 1時～ 4時
場所：�土浦相談センター（土浦市中央 1-13-3 大国

亀城公園ハイツ 304号）
相談：面談（1人 30分、定員 5人）
予約：�3月28日🈷午前10時から土浦相談センター

（029-875-3349）へ事前予約（先着順）
※�感染症の状況により、電話相談へ変更する場合があ
ります。
問�茨城県弁護士会事務局�☎ 029-221-3501

3 月は「自殺対策強化月間」

　仕事や家庭、健康上の悩みなど誰もがさまざまな
ストレスを抱えており、こうした悩みを解決する方
法が見つからない場合、やがて「うつ病」などの心
の病気を引き起こしてしまいます。心に変調があれ
ば、少しでも早くご相談ください。精神保健福祉士
や保健師が、個別相談や家庭訪問を実施します。ご
本人の家族などからの相談もお受けします。
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

国税専門官
受付期間 3月 18日金～4月 4日🈷
第 1次試験日 6月 5日日

くらしのお知らせ

「わかもの支援コーナー」を開設

　4月1日金から、新たにハローワーク土浦内に「わ
かもの支援コーナー」を開設し、正規雇用を目指す
若年層の支援を行います。これに伴い、「土浦駅前
ハローワーク」は、3月 31日木で閉鎖します。
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�ハローワーク土浦�☎ 029-822-5124

4 月 1日から燃やすごみは
「指定ごみ袋」のみ収集します

　4月 1日金から、燃やすごみの「指定ごみ袋制度」
が完全実施となります。これに伴い、「透明または
白の半透明の袋」などの指定ごみ袋以外で出された
燃やすごみは収集されません。
販売場所：�スーパーやドラッグストア、
　　　　　ホームセンターなど
袋の種類：�20、30、45リットル
【3月31日まで】
◉�「指定ごみ袋」と「透明または白の
　半透明の袋」を使用できます。
【4月1日から】
◉燃やすごみは「指定ごみ袋」のみ収集します。
◉�「透明な袋」はプラスチック製容器包装や古着で
使用できますが、「白の半透明の袋」は 4月から
使用できません。
問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

都市計画下水道の変更案作成にあたり、皆さんか
ら意見をいただくため、公聴会を開催します。
公聴会で意見を述べることを希望する方は、期間
内に公述申出書を提出してください。
日時：3 月 30日水／午後 2時
場所：千代田庁舎第１会議室
公述申出書提出期間：�3 月 14日🈷～ 23日水
※公述申出者がいない場合は開催しません。
※提出先などの詳細は、ホームページをご覧ください。
問�都市整備課（霞ヶ浦庁舎）

都市計画下水道の変更に関する公聴会

学生のお得な定期券「スクールパス」

霞ヶ浦広域バスでは、通常の通学定期券よりもお
得な割引定期券「スクールパス」を販売しています。
利用できる方：次に該当する児童、生徒、学生
�学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、
大学、高等専門学校および関鉄グリーンバス㈱の
指定する各学校に通学する方
料金：1 カ月 1万円または 3カ月 3万円
販売窓口：①～④の窓口で販売
　①関鉄観光バス㈱　土浦駅前カウンター
　②関鉄グリーンバス㈱　石岡営業所・鉾田営業所
　③かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎
　④�御菓子司吉田屋（ベイシア玉造店前）
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�政策経営課（千代田庁舎）

希望者に生理用品を無料で配布

　経済的理由で生理用品を購入できない女性がいる
生理の貧困問題は、女性の健康や尊厳に関わる重要
な課題です。市では、男女共同参画の一環として、
生理の貧困に関する取り組みを実施しています。
対象：経済的理由で生理用品が購入できない方
内容：1 人 1パック（なくなり次第、配布終了）
時間：午前 9時～午後 5時（土日㊗除く）
配布場所：次の窓口で配布
　社会福祉課・子ども家庭課（千代田庁舎）
　社会福祉協議会（かすみがうらウエルネスプラザ）
※�窓口設置の「配布カード」で、意思表示が可能です。

問�市民協働課（霞ヶ浦庁舎）

　令和 4年 9月末までにマイナンバーカードを申
請し、令和 5年 2月末までにパソコンやスマホで
マイナポイントを申し込み、チャージまたは買い物
をするとポイントが付与されます。
▶マイナポイント第1弾に申し込んでいない方
　（カードをこれから取得する方を含む）
　付与ポイント：最大 5,000 円相当
　申込開始時期：令和 4年 1月 1日から受付中
▶�マイナンバーカードを健康保険証として利用申込
を行った方（既に利用申込を行った方を含む）
　付与ポイント：7,500 円相当
　申込開始時期：令和 4年 6月頃開始
▶�公金受取口座の登録を行った方（口座の登録開始
は令和4年春頃を予定）
　付与ポイント：7,500 円相当
　申込開始時期：令和 4年 6月頃開始
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�市民課（千代田庁舎）

マイナポイント第 2弾を開始

生理用品配布カード
生理用品を配布しています
このカードを指さしていただくか、
携帯電話画面などでカード画像を
職員に提示してください

声に出していただく必要はございません

茨城いのちの電話相談員の募集

茨城いのちの電話は、自殺予防を目的としたボラ
ンティア活動です。電話で対話し、悩みを抱える方
の支えになる電話相談員を募集します。
対象：�23 歳以上で 24時間受信体制での活動に積

極的に参加でき、所定の研修に必ず参加でき
る方（学歴・職業は問いません）

申込：�4 月 8日金までに必要書類を郵送
※�必要書類や養成講座などの詳細は、茨城いのちの電
話ホームページをご覧ください。
問�茨城いのちの電話事務局�☎ 029-852-8505

有料広告欄
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～新型コロナウイルス情報～

新型コロナウイルス感染症情報 【住民税非課税世帯などを支援】
▶�住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金
対象：�①�住民税非課税世帯（世帯員全員が令和 3年

度分の市町村民税均等割が課されていない
世帯または市町村の条例で定めるところに
より市町村民税均等割を免除された世帯）

　　　�②�家計急変世帯（感染症の影響を受けて家計
が急変し、①の世帯と同様の事情にあると
認められる世帯）

申請：�①の世帯は、市が郵送した確認書に必要事項
を記入し提出。

　　　�②の世帯は、ホームページや窓口にある申請
書に必要事項を記入し提出。

金額：1 世帯 10万円
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�社会福祉課（千代田庁舎）
【事業者を支援】
▶�事業者支援一時金
　市では、県の「茨城県営業時間短縮要請等関連事
業者支援一時金」に加算給付を行います。
対象：①～④全てに該当する事業者
　　　①�「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支

援一時金」を受給している
　　　②�市内に主たる事業所を有する法人または個

人事業者
　　　③申請時点において、市税に未納がない
　　　④事業収入があり、事業継続の意思がある
金額：10 万円×県の一時金の受給回数分
　　　※�計 3回分、上限 30万円
期限：3 月 31日木　
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�地域未来投資推進課（霞ヶ浦庁舎）
【自宅療養者などを支援】
▶自宅療養者などへの食料品の配送支援
　市では、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養
中のため、食料品などの購入が困難な世帯を対象に、
食料品などの配送支援を行っています。
対象：�市に住民登録があり居住している方で、①ま

たは②に該当し、宅配やインターネット配送
などを利用し食料などの確保ができない方。

　　　①�保健所から自宅療養の指示がされている単
身世帯の方

　　　②�自宅療養者と同居中の世帯員全員が、保健
所より濃厚接触者と指定されている世帯

※�茨城県の「自宅療養者向けの配食サービス」
をすでに受けている方は対象外
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

【子育て世帯を支援】
▶ひとり親世帯への生活支援特別給付金
　給付金の申請手続きが必要な方は、期限までに申
請してください。
対象：�◎�公的年金などを受給していることにより、

令和 4年 1月分の児童扶養手当の支給を
受けられない方

　　　◎�感染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同水準となっている方

金額：�対象のお子さん 1人につき 5万円
支給：�金融機関口座へ振り込み
期限：4 月 28日木
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�子ども家庭課（千代田庁舎）
▶子育て世帯への臨時特別給付金
　給付金の申請手続きが必要な方は、期限までに申
請してください。
≪臨時特別給付金≫
対象：�平成 15 年 4 月 2 日から令和 4 年 3 月 31

日までの間に生まれたお子さんの保護者
金額：�対象のお子さん 1人につき 10万円
支給：�金融機関口座へ振り込み
期限：3 月 31日木
≪支援給付金分≫
対象：�平成 15 年 4 月 2 日から令和 4 年 3 月 31

日までの間に生まれたお子さんの養育者に
なっているにもかかわらず、離婚などにより
臨時特別給付金を受け取っていない方

金額：�対象のお子さん 1人につき最大 10万円
　　　※�元養育者からすでに給付金の一部を受け取っ

ていたり、お子さんのために使った場合はそ
の額を差し引いた額となります。

支給：�金融機関口座へ振り込み
期限：3 月 31日木
≪特例分≫
対象：�平成 15 年 4 月 2 日から令和 4 年 3 月 31

日までの間に生まれたお子さんの養育者で、
所得制限により臨時特別給付金の支給対象に
ならなかった方

金額：�対象のお子さん 1人につき 10万円
支給：�金融機関口座へ振り込み
期限：3 月 31日木
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�子ども家庭課（千代田庁舎）


